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ある。研究対象地域は農業近代化のモデルとさ

れた戦後開拓農村，秋田県大潟村である。この

村では全国から集まった入植者が 6戸 1グルー

プを単位とする「協業」に励んだが，この「協

業」というモデルは入植後数年で崩壊した。本

稿では，現在の村の状況を地域の歴史の流れの

中に位置付けたうえで，I家という一軒の農家

の米作りの現場を詳細に記述した。

本稿は八章で構成されている。第一章では，

生業研究を中心とした従来の研究動向を整理し

たうえで，本稿の研究上の位置付けを示した。

続いて対象地域の先行研究を取り上げ，従来こ

の村がどのように描かれてきたかを示し，最後

に調査経緯と方法，論文の構成を示した。

第二章では，対象地域の歴史的な変遷を「協

業」という視点を軸に整理した。以後の三章か

ら六章は参与観察に基づく現在の米作りの記述

になるため，いかなる歴史的過程を経て現在の

暮らしに至っているのかを本章で提示しておく

必要があった。また，国が描いた新農村のモデ

ルを文献資料に基づいて提示することで，現実

の人々の実践を対比的に捉えられるようにする

ことも意図した。したがって本章では敢えて聞

き書きデータを挿入せず，文献資料のみで地域

の変遷を描いた。本章ではまず，大潟村の周辺

地域が近世期から開拓が繰り返され続けてきた

地域であることを示し，その上で戦後，国策と

して大潟村が誕生した経緯を示した。そして大

潟村が大規模で生産効率の高い稲作を実現する

ために採用した「協業」というシステムについ

て具体的に記し，それが崩壊してゆく過程を統

計に基づいて示した。

第三章では I家の農家の米作りを記述する上

で必要となる要素を人・農業機械・土地と農業

設備と題して説明した。「協業」による大規模

稲作を目指した大潟村では，農業機械と農業設

備が協業グループ単位で与えられ，それらが後

に個人所有となったという経緯があった。この

歴史的な背景が現在の生活を理解する上で重要

なポイントとなる。本章以降が参与観察に基づ

く記述であり，基本的には一軒の農家を軸に記

述したが，適宜他の農家の状況も対比あるいは

傍証として活用した。

第四章は春の時期にみられた米作りの実践の

記述である。春の米作りからみえてきたもの，

それは一言でいえば制約のなかで生きるという

ことであった。具体的な作業内容としては，土

作り，種子予粗，種播き，ハウス管理になるが，

描きたいものは作業項目の内容ではなく，そこ

からみえてくる人々の実践のありかたである。

春の米作りの現場からはさまざまな制約のな

かで生きる人々の姿がみえてきた。それは時に

土地の利用をめぐって現れた。圃場が支線排水

路沿いにあるという特徴は，移動の面でも水利

用の面でも大きな制約となる。しかし I家では

その特徴を逆に利用して土作りをおこなってい

た。また，経営組織が変化したことによって農

業設備との齟齬が生じ，農業設備の造りが制約

となることもあった。それは I家のグループで

は浸種水槽の数の不足となって現れたが，これ

に対して根本的な解決がなされないうちに別の

方法が生み出され，結果的に問題は解消された。

農業設備のなかでも倉庫は未だにひとつの制約

であり続けている。協業グループ単位で与えら

れた機械格納庫を分割して倉庫としたがため

に，火災保険や水圧の面で制約が生じたので

あった。この問題も根本的に解決されることは

ないまま，各戸は時に協議し，時に我慢しつつ
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営農をおこなっていた。

また，種播きの作業中は時間そのものが厳し

い制約となって現れた。種播きの作業ペースは

ベルトコンベアの速さに規定されているため，

それぞれの作業者は時間的な制約のなかでうま

く自分の仕事を遂行していく必要があった。そ

して時には雇用労働力も制約となった。I家の

営農は雇用労働力の存在を前提としているが，

それは家族だけで作業をおこなう時よりもイレ

ギュラーの要素を多く抱え込むことになる。し

かし雇用労働力はその一方で新たな情報や人間

関係をもたらすものでもあった。

農業が自然を相手にする以上，刻々と変化す

る気候は作業者の行動を制約する。気温の変わ

りやすい日は特にハウス管理をおこなう者の行

動を制約することとなった。そしてこの気候が

もたらす制約に丁寧に対応することが農家のあ

るべき姿として，人々の間で共有されていた。

以上が春の米作りの現場からみえてきた，制約

のなかで生きる人々の姿である。米作りは制約

のなかでの対応の積み重ねで成り立っている。

第五章は初夏の時期にみられた実践の記述で

ある。初夏の米作りからみえてくるものとは，

一言でいえば配慮しながら生きるということで

あった。具体的な作業内容としては耕起，代掻

き，田植えになる。

I家では自然農法という思想のもと，無肥料

無農薬で稲本来の力が発揮できるよう配慮した

耕起・代掻きがおこなわれていた。また圃場は

風や乾燥やヘドロの影響により常に動き続けて

おり，それらの複合的な影響すべてを考慮しな

がら代掻きをおこなっていた。

苗積みの現場では，筆者が農業体験をさせて

もらっていたがゆえに，普段やりなれた作業を

変更するという配慮が必要になった。田植機で

隅のほうに苗を移植する際には，作業効率とリ

スクの均衡点が問題となったが，その均衡点は

作業上の役割によって異なっていた。苗が足り

るか否かを判断する際には，圃場の横幅，マッ

ト苗の水分量，田植機の車輪のスリップ具合，

株間調節機能の限界などをすべて考慮する必要

があった。また，圃場は 1枚 1枚特徴が異なっ

ているため，それぞれの特徴に配慮して作業手

順や人員配置をおこなう必要があった。小用水

路を挟んで田植えをする場合は苗レールへ育苗

箱を載せる仕事に必要な人数が 1人増え，ヘド

ロ圃場では田植機に 2人乗ることを諦め，圃場

の条件に応じた田植ルートを思い描き，取水口・

排水口の数と位置を考慮した水管理がおこなわ

れていた。

そして何よりも重要なことは，他の農家に配

慮して田植えをおこなうことであった。田植え

中は公共物である農道と小用水路を一時的に占

有せざるを得ないため，他の農家の動向に配慮

しつつ作業をおこなう必要があった。また水の

利用に関しては一切取り決めがない状態で，互

いの行動を読み合い，時には気を遣いながら取

水していた。そして大潟村の人々が苗の成長具

合，田植機の汚れのなさ，圃場の均平具合にこ

だわるのは，それが他の農家に見られることを

意識しているからであった。個人化したと言わ

れつつも，他の農家の存在が営農を様々な面か

ら規定していた。以上が初夏の米作りの現場か

らみえてきた，配慮しながら生きる人々の姿で

ある。米作りをおこなっていくためには，個別

の条件を考慮した作業，他の農家に対する配慮

が欠かせないのである。

第六章は夏から秋にかけての実践の記述であ
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る。夏から秋にかけての米作りからみえてくる

ものは，一言でいえば様々な立場で生きるとい

うことであった。具体的な作業内容としては，

稗取り，稗刈り，稲刈りになる。

除草の現場では，稗取りと稗刈りで雇用者と

被雇用者の関係は異なる形で現れていた。また，

収穫した稲を自家乾燥するか，カントリー公社

に出荷するかという違いは，過去に減反の問題

に対してどのような立場をとったかが象徴的に

現れていた。過剰作付派だった農家は現在，消

費者とのつながりを生かして付加価値の高い米

を直接販売する傾向が強く，減反遵守派だった

農家は現在，収量の増加と経費の削減，そして

補助金の活用による生計維持が主な関心となる

傾向が強い。

また収穫そのものは，2台のコンバインがお

互いの動きを把握し合いながら臨機応変におこ

なっていた。自分がなすべきことを他者との関

係において把握し続けることが重要であった。

収穫から乾燥への運搬に際しては，圃場と乾燥

機のある倉庫との地理的な位置関係が重要で

あった。圃場の位置と入植年次はある程度の相

関があり，圃場の格差は入植年次の格差として

も現れていた。以上が夏から秋の米作りの現場

からみえてきた，様々な立場で生きる人々の姿

である。入植者はそれぞれの状況下において形

成された立場に基づいて自己を規定し，時には

過去の立場に制約されながら米作りをおこなっ

てきた。そしてそれぞれの立場は常に他者との

関係の中で形成されていた。協業が崩壊した現

在も，米作りは人間関係のなかでおこなわれて

いる。

第七章では一年を通してみてきた実践をあら

ためてふり返ることで，国が描いた新農村のモ

デルとしての「協業」が存続しなかったことの

必然性を確認する。最後に分析として，入植者

が「協業の崩壊」を語ることの意味，言説と実

態とのズレについて考える。そこから導き出さ

れる結論として，「協業」は今も崩壊の過程に

あること，究極的な個人経営は近代化を経ても

実現し得ないことが明らかになる。

本研究を通じて以下の二点が明らかになっ

た。一点目は，米作りという営みが個々の，日々

の状況への対応の積み重ねによって成り立って

いるということ。それゆえに入植者間での意思

統一が難しく，「協業」の崩壊は必然であった

ということ。これは語られる過去からではなく，

現在の営みから過去を説明するという試みでも

あった。もう一点は，入植者は現在でも「協業」

がもたらした制約のなかで，他の農家に配慮し

つつ米作りをおこなっているということ。農業

が他者との関係性において営まれざるを得ない

以上，農業がどれだけ近代化しても完全な個人

営農は実現し得ないということである。
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引用参考文献

序章

都市部の祭礼はこれまで，民俗学・社会学・

文化人類学といった学問分野で研究がなされて

きた。

文化人類学において，文化人類学者の米山や

和崎によって日本の祭礼がどのようなメカニズ

ムを持ち，それが継続するのかという点につい

て，普遍的に理解しようという試みがなされて

きた。［和崎，2010］［米山，2000］

他方，近年の民俗学では，現代の生活様式の

変化をふまえ，祭礼が本来もっていた信仰的側

面が弱まり，商工会や観光協会が主体となった，

地域おこしのイベントとして祭礼が継承されて

いるものとしてとらえようとする動きがある。

［小松，1997］さらに，このような論考を踏まえ，

阿南は祭礼が人びとを集めるのは「結集の核」

があるとして，近年の祭礼を分析している。ま

た，祭礼には経済効果と社会的効果があり，そ

れが祭礼自体の内容に変化を及ぼすという点も

指摘している。［阿南，1997］

町場における祭礼の地域的展開

─山形県鶴岡市大山地区「大山犬祭り」の場合─

遠藤　健吾（民俗学）
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以上のような，祭礼を事例として取り上げた

研究はあるものの，歴史的背景や象徴的な部分，

観光との関連に注目するものがほとんどで，実

際に祭礼を実践する人々を軸に置いた研究が十

分なされてきたとは言えない。さらに，祭礼の

分析にとどまり，地域全体を相対的に把握する

ような研究は行われてこなかった。

他方，本論文で取り上げる大山地区を対象と

した研究はいくつかあるものの，調査報告にと

どまり，十分検討されているとは言い難く，ま

た報告に関しても部分的で十分であるとは言え

ない。

以上のような，従来の研究への批判から，本

論では民俗誌的に地域の祭礼を記述し，山形県

鶴岡市大山地区と，そこで行われる「大山犬祭

り」の特徴と継続の要因ついて検討していく。

第1章　大山の歴史的背景

第 1章では，祭礼の歴史的背景を検討するた

め，地域の概要とその特徴を把握する。

大山地区は山形県庄内地方の鶴岡市西部，高

館山の東南山麓に位置する。山麓から南北に通

る国道付近に家々や商店街，各施設が密集し町

場を形成している。北は酒田市，高館山を越え

れば日本海の港，加茂や湯野浜となっている。

大山地区は，かつて大山村，その後大山町となっ

て，昭和 38年（1963）に鶴岡に合併し，現在

に至っている。

大山地区の歴史的な変遷に目をむけてみる

と，その始まりは中世にまで遡ることができる。

当該地の支配のあり方は非常に複雑であるが，

中世から近世に一時城下町として発展し，その

後天領となっている。特に，天領時代の酒造業

をはじめとする商工業を中心とした地域の発展

はめざましいものがあった。近代に入ると，旧

来の酒造業に加え，製糸業などの近代的な産業

が勃興する。しかし，昭和恐慌で町の発展は低

迷し，戦時下においては産業が衰退している。

戦後は，鶴岡市に合併したものの，公共施設の

移転，商店の相次ぐ閉店，過疎化の進行など，

町の衰退は止まらなかった。そのような状況下

において，当時の大山商工会が中心となり，全

国的にも早い段階でコミュニティシティという

新たな政策に取り組み，その指定を受けている。

その結果，大山自治会という大山全体を統括す

る組織を立ち上げ，鶴岡市でありながら自治的

に地区を運営する体制が構築されている。現在

では，大山自治会を軸に，多くの住民活動が行

われている。

第2章　大山犬まつりの展開

第 2章では，現在行われている「大山犬祭り」

の調査をもとに，かつての祭礼のあり方との比

較，また祭礼の特徴について検討している。

現在の大山犬祭りは，山形県鶴岡市大山地区

で例年 6月 5日に行われる大山地区の鎮守，椙

尾神社の例祭である。当該地に伝承される化物

を犬が退治したという「メッケ犬の伝説」にち

なみ，「大山犬祭り」とよばれている。この祭

礼は，毎年氏子の範囲を三分割し各地区に割り

当てられる頭屋が重要な役割であるとされ，1

年間分霊を祀り祭日には分霊を神社へ還すた

め，行列を組み参詣する。この行列には，地元

の保存会によって復活した，からぐりとよばれ

る山車や中学生による奴振り，商工会や地元の

子供による出し物が加わり，パレードのように

地区内を練り歩くことになる。

では，この祭礼がどのように変化してきたの
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か見ていくと，近世期の文書や大正，昭和初期

の新聞記事からは，大山の地主層や有力商人が

頭屋を務め，その飾りや振る舞いが非常に豪華

であったことが窺える。さらに，一度途絶えて

近年復活したからぐりも，大山の各町内が所有

し祭礼の際に曳き廻していた。まさに，従来の

大山犬祭りは大山の有力者が富を争い，各町内

の繁栄を象徴するものであった。しかし，昭和

恐慌と農地解放による有力者の没落によって，

祭礼の内容が変化し，従来のからぐりが消滅し

ている。さらに，祭日に関しても，従来 5月

15日に行われていたが，周辺の鶴岡や酒田の

祭礼と日程が近いため，集客を考え日程の協議

がなされ，5月 5日に変更された。その後，5

月 5日は田植えの時期と重なる場合が多かった

ため，再度変更の意見があがり，昭和 40年代

には現在の 6月 5日に変更されている。

現在行われている祭礼について行事を詳しく

みていくと，神社や頭屋を軸にした神社の例祭

という側面と，大山自治会を軸に編成された祭

実行委員会が統括するイベントという 2つの側

面がみられる。神社の祭礼としては，あくまで

頭屋が行列を組んで神社へ参詣するというもの

である。一方，祭実行委員会の大山犬祭りは，

大山地区の住民活動として行われ，そこには観

光や福祉，教育，団体の活動などが盛り込まれ

たいわゆる地域おこしとしての，現代的なイベ

ント的側面が強いと考えられた。

第3章　頭屋と諸行事

大山犬祭りは，6月 5日に行われるが，前章

で確認したとおり，行列の軸の一つとして，3

か所に設けられた各頭屋の存在があげられる。

実際に，当該地で大山犬祭りについて聞いてみ

ると，頭屋の行事が語られ，1年間の祭礼とし

て語られることが多い。よって本章では，祭祀

組織である頭屋の構成と頭屋の行事に注目し，

その特徴を検討した。

その結果，祭日に出揃う三頭屋だが，各頭屋

の行事をみてみると，祭礼全体の役割を分担し

ているわけではなく，各頭屋がそれぞれ行事を

行っているという特徴がみられた。また，各頭

屋の引き継ぎの際には，共有している用具の引

き継ぎのみで，行事の内容は全く継承されない。

1年を通して行われる行事に関しても，以前は

数日かけていた行事をひとつにまとめるなど，

現在の状況に合わせて合理化されているという

特徴が見られた。

さらに，頭屋という組織構成については，昭

和 39年を契機として，家で務める個人神事か

ら，基本的に各町内やブラクが務める町内神事

へと移行していった。その形式は，経済的にも，

人員に関しても頭屋の負担を軽くするためのシ

ステムであると説明されるものの，頭屋の母体

が町内会単位となっている点は非常に注目され

る。この背景には，経済基盤の変化と現在の大

山自治会の発足が関連しており，暮らしの変化

に連動して祭礼や頭屋の性格も変化したことが

窺える。

以上，現在の頭屋とその行事についてみてき

たが，大山地区における頭屋とは，大山犬祭り

には欠かせないものであるものの，大山地区全

体を代表する祭祀組織と言うよりは，頭屋を務

める町内，もしくは家単位を基本にした，独立

性の強い祭祀組織であると考えられた。また，

昭和 39年を契機とした社会的背景を反映した

頭屋の再編成は，従来の頭屋がもつ意味を大き

く変化させたものであった。
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第4章　祭礼に関わる人々の営み

第 4章では，第 3章で指摘した頭屋の合理的

な変化の一方で，頭屋では行事の練習や準備に

こだわるといった側面もみられる。よって本章

では，なぜそのようなことが行われ，祭礼と地

域の暮らしがどのように関連するのか，特に平

成 26年度の頭屋を務めた町内を取り上げ検討

した。

町内では頭屋に当たると，役員を決定し，実

行委員を編成する。それは，町内会の役員を務

める人々が中心となりつつ，それぞれの状況を

加味しながらなるべく年齢や立場が偏らないよ

うに構成される。同町内に住む近所同士でも，

このような交流は殆ど無いため，初めて話す者

同士が協力して行事やその準備に取り掛かるこ

とになる。そこでは，行事の本番を目標としつ

つも，その過程にある準備や練習，反省会とい

う場が重要になっており，そこでの新たな人間

関係の構築や，再確認といったことが行われて

いた。また，頭屋では一連の行事の神事さえ押

さえれば，自由なアレンジを組み込むことがで

きるため，そのような部分を楽しむという側面

もある。そして，その結果として 6月 5日の例

祭を終えた後の反省会では 1年の行事の中で最

も盛り上がる場面であった。

以上のように，現在の大山犬祭りにおける頭

屋は，単に行事を維持するというだけの組織で

はなく，町内の住民の関係性を確認し，あらた

な人間関係を築く機会にもなっていると考えら

れた。

終章

昭和 30年代から現在に至るまで，「大山犬祭

り」は大きく変化してきた。その要因は，従来

の経済基盤の変化と町の衰退という危機に対し

て，大山地区の住民が新たなコミュニティの確

立を目指した動きとの関連が指摘できる。コ

ミュニティシティに選定されて以降，祭礼には

住民の参加が目立ち始め，現在では住民の多く

が参加する祭礼となった。それは，伝統的にみ

える頭屋でも同様で，経済的側面への配慮や少

子高齢化といった問題を抱えつつ，住民が参加

しやすいものへと変化した。そこには，祭礼に

新たな要素の追加という単純な構図ではなく，

伝統的なものを現代の状況に合わせて変更して

きた，大山地区の人々の姿がみえる。

さらに，頭屋に関わる人々にとってこの祭礼

は，儀礼や行事といったものではなく，その前

後にある反省会や飲み会，アレンジという部分

が非常に重要であった。現代の祭礼の実践にお

いては，祭礼の儀礼のみを取り上げると，実際

に関わっている人々の感覚とはズレが生じる。

その前後の経過や経緯こそ，祭礼に見られる盛

り上がりや，特徴を与えるのではないだろうか。

よって今後は，祭礼という場のみではなくその

前後にある練習や反省会といったあまり注目さ

れない部分にも注目して，祭礼を再度検討して

いく必要があると考える。

最後に，今後の課題として，いくつか疑問が

残ったので列挙したい。

1点目は，祭礼以外での町内会の活動につい

て検討することである。今回は祭礼を軸に取り

上げたが，他に町内会での行事もあるため，そ

のような活動も押さえた上で，祭礼がどのよう

に位置づけられるのか再度検討したい。

2点目は，大山地区周辺の動向である。この

祭礼に関わっているのは大山地区だけではな
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おわりに

はじめに

子どもや子ども行事を対象とした研究は，多

くの学問分野からのアプローチがあり，その量

的蓄積は多い。民俗学での子どもの研究は，年

中行事や祭礼神事における役割，象徴性に着目

したものが多かった。それから村落構造論が展

開されると，年齢階梯制というシステムの中で

子ども組や若者組といった年齢集団についての

研究に注目が集まるようになった。

そして年齢集団における子ども組内部の活動

や村落社会における相互関連の中で大人へと経

ていく教育的機能という位置づけが新たに注目

されるようになった。

民俗学において，子どもを対象とした視点は

こうしたシステム論や教育論といった社会的側

面に偏重していったがために，子どもの姿，行

事の実態を正確に把握できないのではないかと

筆者は考えた。

そこで本論では，月浜のえんずのわりという

鳥追い行事を事例に，従来の分析枠ではなく詳

細な各年の行事の内容を記述しこれを踏まえた

うえで，子どもを軸として行われるえんずのわ

りという行事がどのようなものであるか検討し

ていく。

第1章　月浜の暮らしとえんずのわり

月浜は，宮城県沿岸部の松島湾の東端に位置

く，周辺地区もその範囲となっている。周辺の

地区は農村部で，第一次産業に従事している家

が多く，商工業を軸としている大山地区とはそ

の性格が異なる。そのため，周辺の地区ではこ

の祭礼がどのように位置づけられているのかに

ついても今後の課題としたい。

子ども行事の展開とその背景

─宮城県東松島市宮戸月浜のえんずのわりの場合─

大沼　　知（民俗学）
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する宮戸島に所在する。特別名勝松島の範囲に

含まれており観光地としても有名である。島全

体に海岸線が深く入り組み，山の斜面や山間に

開けた平地に田畑がある。海岸は，遠浅で波も

穏やかなことから海水浴場として賑わいをみせ

ており，集落には家屋と民宿が密集して建ち海

水浴客を相手にした海の家，観光客向けの商店

などを営んでいた。また海苔養殖も盛んに行わ

れており，民宿業と海苔養殖を主要な生業とし

て，小型定置網漁，民宿で客に提供する魚介類

をとる刺網漁や磯漁などを季節や需要に応じて

複合的に行っていた。

月浜では白菜の採種が戦前期から昭和 40年

ころまで主要生業として，当時の主要な現金収

入であったという。しかしこの頃，海苔養殖を

した方が儲かるという情報が地域に広がり，海

苔養殖を行う家が増えていった。地域の説明と

して昭和 40年代は海苔の単価が高値で，取引

されていたことから，地域では「海苔景気」と

も称されていた。それとほぼ同時に，その資金

を元手に自宅の改築がてら海水浴客の宿泊もで

きるようにとある一軒の家が民宿を始めたのを

皮切りに，月浜では民宿を行う家も増加して

いった。最盛期では集落の八割以上が民宿を

行っていた。また海水浴客の増加に伴い，これ

まで白菜を栽培していた畑をつぶして駐車場に

するなどして施設整備を行っていくのである。

月浜では重要無形民俗文化財に指定されてい

るえんずのわりと呼ばれる小正月の鳥追い行事

がある。えんずのわりは 1月 11日から 16日の

期間，月浜に住む小学生から中学生までの男子

によって行われる。年長者は「一番大将」と呼

ばれ，子ども達の統率をする。行事の間，子ど

も達は岩屋と呼ばれる洞穴で精進料理を食して

寝食を共にする。1月 14日になると神木を持っ

て集落全戸を鳥追い唄と五穀豊穣などの祝福の

言葉をのべてまわり，御祝儀をもらう。このと

き，高校生が後見として子ども達に家をまわる

ルートや唱え言の指示を出して行事を主導す

る。最終日の 16日には正月飾りに用いた紙垂

をくくりつけた竹竿を持って神社の境内を

「ホーイホイホイ」といってまわる。

第2章　 震災前のえんずのわりとその特

質

本章では，筆者が調査した 2010年と 2011年

に行われた行事を記述し，震災前の行事の特徴

を記述する。

2010年の行事は，大人や周囲の者からの接

触はあまりなく，子ども達のペースで行事を進

めることができた。しかし一方で子ども達に

とっては日常の生活から一時とはいえ離れたと

ころに身をおくため，行事を行うことは不便で

あり面倒なものとして捉えられていた。それゆ

えに行事の「本来」の形式とは違うようなこと

もしながら，淡々と行事を行っていた。最後に

お金が貰えるというのが子ども達にとって行事

を行うことの最大のモチベーションとなってい

た。

2011年の行事は映像記録を目的とした行政

調査の実施により，取材カメラが子ども達に付

いてまわったことから，自分達の思うような行

動をとることができず，不満を漏らす場面が多

かった。地域の中でも，記録に残すということ

で，「本来」の行事の形式をしっかり行うこと

が促された。これは前年にはさほど目立たな

かった外部の介入が多くなり，前年には行われ

ていなかった，もしくは省略されていた行事中
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の行為が増え，一層子ども達に行事に対して面

倒な思いを抱かせた。

しかしそれでも子ども達は最後に貰えるお金

を楽しみにしており，行事を行うことは，それ

を得るためのいわば「労働」として受け止めて

いた。

第3章　 震災後のえんずのわりの「復活」

と変化

第 3章では，東日本大震災後の暮らしの変化

と行事の展開を記述していく。

月浜は，2011年 3月 11日に発生した東日本

大震災における津波の襲来を受け，高台にあっ

た 4戸を残し全戸流失し，基盤としていた養殖

業の施設や船といったものなどもほとんど流失

損壊の被害を受けた。人的被害は無かったもの

の，暮らしの基盤を失い，甚大な損害を地域に

与えた。

震災後の行事では参加する子どもの人数が少

なかったことと全員が小学生であったため，心

配した保護者が率先して子ども達に対して指示

を出し，「合理的」に行事が進むように子ども

達に先んじて次の行動に対する指示を出すよう

になった。そのような動きに対して子ども達は

自分たちのやりたいように行事を進めることが

出来ず，反発するような言動を取りつつも従っ

ていた。そして 14日の集落まわりも，仮設住

宅によって従来のまわる順番が出来ないことか

ら，新たな順番を保存会会長が作成し，当日は

高校生がその誘導にあたった。

このように大人の行事に対する介入は以前に

も増して強いものになっており，行事の「担い

手」は子ども達のようにみえるが，実態として

大人達から「合理的」な動きを求められ，その

範囲の中で行事を行っていた。

おわりに

2010年の行事は，子ども達にとって日常の

生活から一時とはいえ離れたところに身をおく

ため，不便であり面倒なものとして捉えられて

いた。それゆえに行事の「本来」の形式とは違

うようなこともしながら，楽しみをみつけて行

事を行っていた。その中で子ども達の楽しみは

お金を貰えるということだった。それが子ども

達にとって最大のモチベーションとなっていた

のである。

2011年の行事は，映像記録をとるというこ

とで，地域の中で「本来」の行事の形式に則り，

進行することが促された。これにより前年には

さほど目立たなかった外部の介入が多くなり，

自らの仕切りで行事を進められず，「本来」の

行事のかたちを「させられる」ということに不

快感を示すこともあった。しかしそれでも子ど

も達は最後に貰えるお金を楽しみにしており，

行事を行うことは，それを得るためのいわば「労

働」のようなものとして受け止めていることが

わかった。

しかし震災後の行事はいままでみてきたこと

とは違う展開がみられた。地域の伝統を受け継

ぎ，困難な状況にもめげずに地域の復興のため

に行うということを意識しはじめたのである。

ただ，それは震災後に顕著にみられた民俗行事

や民俗芸能の復活という論理とは違うものであ

る。そういう意味ではこの行事は大きく転換し

たのであるが，やはり子ども達はお金を貰って

喜んでいた。その意味で震災後の行事の展開は

従来の行事のかたちに震災という背景が重なっ

た特殊なものである。
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これらから言えるのは子ども達が主体的に民

俗行事を継承してきたとはいえない。この点か

らすれば年齢階梯制や教育の場ではなく，言う

ならば行事の維持自体は大人達が主導し，子ど

も達はお金を最大の目的として行事を行ってい

たと言えるのではないか。

今回はえんずのわりを事例として分析した結

果であるが，他の行事でもそうであるのか検討

する必要がある。安易なイメージによる理解と

実態とのずれが民俗の理解を誤らせる可能性が

あり，そうしたことを防ぐためにもより綿密な

調査を行っていく必要がある。

ホタテガイ養殖業を通じて見る地域の復興

─宮城県石巻市雄勝町立浜の事例から─

小山　　悠（民俗学）
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　第 3節　進まない居住環境の復興
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　第 1節　被災地のいまを見ていくこと
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　第 2節　今後の課題

序章

宮城県石巻市雄勝町（以下，雄勝町）はリア

ス式海岸で有名な三陸沿岸南部に位置してお

り，独特な地形からなる豊かな漁場を活かして，

ホタテガイ，ホヤ，カキの産地，また時代を遡

ればカツオやマグロをはじめとする漁業の出港

地として，主に漁業の中心基地として古くから

今日まで栄えてきた。昭和 30年代に入ると，

この雄勝町ではホタテガイ養殖が盛んに行われ

る時期に入る。本来，ホタテガイは水温の低い

北海道や陸奥湾といった北日本の沿岸でのみ行

われてきたが，海からすぐ陸地に入ると急峻な

山々が迫るリアス式特有の地形から豊潤な栄養

が海まで染み渡ることから身の締まった，良質

なホタテガイを生育することができるため，北

海道や陸奥湾に次ぐホタテガイの産地として名

を馳せてきた。

一方で，そのリアス式特有の地形は，地震後

に発生する津波を増幅させ，大きな被害を生む

ことも多々あった。平成 23年（2011）3月 11
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日に発生した東北地方太平洋沖地震（以下，東

日本大震災）では雄勝町において 10 m以上の

津波が襲い，特に雄勝湾内では集落も大半が破

壊されてしまった地区もある。もともと石巻市

中心部からも車で 40～50分ほどの離れた場所

にあり，中学を卒業すると石巻や仙台の高校に

進学し下宿をしたり，アパートを借りたりして

雄勝町を離れてしまったり，また第 1次産業（漁

業），またそれに連関した第 2次産業（加工業）

くらいの職種が中心の土地であることから，震

災以前から人口流出が進行していた地域と言え

る。そのような中での東日本大震災は過疎化が

進んだ地域を目に見える部分だけではなく，人

びとの繋がりといった部分も含めて破壊したか

のような印象を受けることになるだろう。

本論文は被災した土地に住む漁師たちが生活

を再建するプロセス，またその意味を明らかに

するものである。東日本大震災の津波被災地で

は高台移転や造成など，街そのものが変貌を遂

げようとしている。現地では新しいプランに則

した街や漁港，集落ができようともしている。

もとの暮らしのなかで培われてきた生活するた

めの知恵，そして津波によって流されてしまっ

た状況のなかで，どのように生業と向き合って

きたのか。本論文では石巻市雄勝町の一集落（ブ

ラク）である立浜地区の事例からホタテガイ養

殖の生業を軸として生活する人びとに注目し，

被災地集落の復興について論じていく。

第1章　被災地研究が捉えた姿

第 1章では東日本大震災の被災地がどのよう

な見方，研究がされてきたのかを検討し，被災

地研究から地域の様相がどのように捉えられて

きたのか，その特徴を論じている。

震災後はメディアだけではなく，多くの研究

者も被災地に入ることとなった。主に被災し，

流出した街並みの再建や防災に強い街づくりへ

の視点から地域を考えるさいに使われたのであ

る。特に社会科学の分野で注目された部分とし

て，従来の災害研究の応用力が試される形と

なった。

東日本大震災後の民俗学においては，東北の

養殖業をベースに集落の復興について考えるこ

とを研究した事例は散見できなかったが，その

一方で漁業経済学の分野において，震災後の研

究のなかでは濱田武士の考え方を用いながら，

本論文の関心の核となる「生の声」に代表され

るような現地での様子，雄勝町立浜の養殖業の

中心となっているホタテガイ養殖に従事してい

る人びとに焦点を当てる。

とくに東日本大震災から約 2か月後，宮城県

が発表した「水産復興特区構想」など，震災を

契機にして漁業・漁場の姿が変わっていくよう

な状況に，それまで漁場やその場に付随した漁

業権を守ってきた住民にとっては，簡単にうな

ずくことのできない事態が巻き起こったのであ

る。もっと地域を知るべき状況下で，地元に耳

を傾けない議論の仕方こそ，東日本大震災以降

の復興の進め方においてもっとも問題なのでは

ないだろうか。もっとも，本論文で筆者はトピッ

クとしてのホタテガイ養殖を挙げるが，その細

かな部分から見た地域の様相であるという点を

主張したい。

第2章　ホタテガイ養殖のはじまり

第 2章ではもともとホタテガイの産地ではな

い地域がどういった経緯でホタテガイ養殖を導

入したのかという点について論じている。
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宮城県におけるホタテガイ養殖の歴史は昭和

30年代に入ってから試験という形で進められ

ていくことになるが，当初は問題が多く一筋縄

ではいかない漁業であった。その後，多くの技

術改良が関わることになり現在のホタテガイ養

殖が成り立っている。

雄勝町立浜のホタテガイ養殖の歴史は昭和

38年（1963）から試験的にはじまるところに

遡る。これは，宮城県内のホタテガイ養殖を試

みる動きが活発化する時期と重なる。当時は北

洋漁業（サケマス漁）が全盛期ということもあ

り，雄勝町でも遠洋で操業する船に乗ることが

一人前とされていた。また，男性は中学卒業後

すぐ船に乗ることが一般的で，雄勝町内に数多

く居たカツオ船でカセギと呼ばれる船員に食事

を作ることが主な仕事の見習い船員から漁師を

始めた。ホタテガイ養殖を始めるきっかけとし

て語られているものは，昭和 30年代に塩釜港

に入港していたサンマ漁船に雄勝町出身者や北

海道出身の船員が乗っており，それぞれの船員

を塩釜市内にあった回船問屋が世話をしてい

た。この回船問屋が間柄を取り持って，ホタテ

ガイ養殖を雄勝でもしてみたらどうかと持ちか

けてきたという。まず，北海道のオホーツク海

側に位置する常呂漁港から親指大のタネ（稚貝）

を持ってきて，それを雄勝で金網カゴに入れ 2

年育ててから出荷するというものだった。この

ことから雄勝町におけるホタテガイ養殖の歴史

は始まったと語られている。

第3章　 ホタテガイ養殖はどのように展

開したのか

第 3章では雄勝町立浜のホタテガイ養殖の展

開について実際の作業工程を聞き書きデータか

ら検討し，家ごとに販路を持ったり，作業上で

の工夫などのバリエーションが存在している現

在のホタテガイ養殖について論じている。

宮城県では昭和 30年代前半から気仙沼湾で

ホタテガイ養殖試験がはじまっており，その試

験に応じて雄勝でもホタテガイの養殖を試験的

に導入する運びになったのである。まず北海道

オホーツク海沿岸に位置する常呂漁港から休漁

中のサンマ漁船を使用して，ホタテガイの稚貝

を雄勝町まで輸送，金網カゴに入れて吊るして

2年かけて生育する垂下カゴを使用した養殖か

ら始められた。これが雄勝町でのホタテガイ養

殖のはじまりとされ，志津川や女川などに近隣

の町村に普及するようになってきた。その当時，

北海道では大規模な取引のある東京・築地市場

を視野に入れ，ホタテガイの販路および消費拡

大を狙っており，ホタテガイが生育できる水温，

また東京への距離を考慮して，ぎりぎりの範囲

である三陸の最南端の雄勝町や女川町に注目し

たとされる。最初の導入から 3年後の昭和 41

年（1966）には漁協とも協力して本格的な生産

が始められるが，カゴに入れて生育していた稚

貝の生存率が上がらないという問題点が挙が

る。その後，生産の難しいホタテガイ養殖から

サバ漁や銀ザケ養殖へと変更する漁師も増えた

が，各々の漁業の衰退もあって一時期低迷する。

しかし，生産量を上げるための工夫や，雄勝湾

が避難港であるという問題を逆手にとった工夫

など，安定した生育システムが構築されること

になる。

また，1年間のホタテガイ養殖業のおおまか

なスケジュールを例として，具体的にどのよう

なノウハウをもって生育されているのかを指摘

した。ここでは震災前後の比較も交えながら，
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雄勝湾ブランドとしてのホタテガイがいかにし

て成立したか論じている。

第4章　震災を経た立浜の生活

第 4章では震災後の混乱のなかで国の支援事

業やボランティアとの関わりのなかから復興を

目指していくが，進む場面と進まない場面，両

方の葛藤のなかに生きる地域の人びと姿につい

て論じている。

東日本大震災では雄勝町立浜も甚大な被害を

被った。幸いにも死者は居なかったが，集落は

破壊され，船，ホタテの養殖棚も流失，損壊と

いう被害を被る。震災以前のような生活に戻れ

るのかという葛藤の中で漁業従事者としての選

択が迫られていくのである。

あくまでも個人の家をベースにしたホタテガ

イ養殖業は震災以前から行われてきたことであ

るが，人と人との繋がりを上手に使ってきたの

もこの地域の特色と言えよう。ホタテガイ養殖

の技術と同様に，全員が全員，同じように動く

ことはほぼ無いに等しく，そういった生活の場

面においても独自性を意識する住民は少なくな

い。震災から 3～4年目になるとだいたいの港

湾設備が整備され，地域は落ち着きを見せてく

ることになるが，震災以前の作業の様子とも変

わらないような状況がホタテガイ養殖を見てい

くなかで明らかとなったのである。一方で，ホ

タテガイ養殖の作業に従事する人びとが居住す

る場が整備されていないことが進まない復興の

印象を強めているのではないだろうか。立浜で

は山側の標高が高くなっている場所に家が数軒

残っているものはあるが，それ以外の家々は流

出した。震災以前の立浜に住んでいた人びとは

立浜仮設住宅であったり，または町外の仮設住

宅に移り住んだり，あるいは町外に新たに新居

を構えた人たちも居る。ゆえに雄勝町立浜の漁

業は復興した印象を受けるが，ブラクの復興が

なかなか見えないことも挙げられよう。

終章　被災地の生活の復興

終章では，いままで見てきたホタテガイ養殖

業やそれを構成する人びとが復興図のなかで揺

れ動かされる様相をホタテガイ養殖業の工夫さ

れる技術のなかで培われ，集落を復興させると

きにどのように作用してきたかを明らかにし

た。

調査データをもとに独自性の高い個別の漁業

従事者であること，さらに言えば，ホタテガイ

養殖では家ごとにバリエーションのあるやり方

（工夫）を持ってして動くような，漁師とは一

つの会社のようなものであることを指摘した。

独自性の高いホタテガイ養殖業を捉えてきた

が，それが端的に現れているものとしての「ブ

ラク」の話が挙げられる。どの家も同じように

ホタテガイ養殖業をする家との比較をし，「ウ

チではこのやり方」という他の家との違いを示

すような言葉を何度も聞くことになった。この

様子だけを切り取ると，単純に地域や集落内の

仲の悪さや派閥が関係するのではないかと思え

てしまうが，どの家でも同じように「ブラク」

を意識して，生産または復興を目指そうという

共通点が見えてくるのであった。家が単位と

なって生業に関わっている地域で意識されるブ

ラクとは何をさすのだろうか。

漁師たちは「他の家との違い」を口々に語り，

あたかも独自性や個別性の高い一軒のホタテガ

イ養殖の漁師の姿が浮かび上がる。しかし，他

人のようで他人にならない同じ浜の住民同士と

15086226_05修士論文要旨.indd   61 2016/03/29   8:59:35



62

の関係が重要になってくることも言える。独自

性や個別性といった一軒の個人経営に近い漁師

を作り上げる背景に存在している同じブラクに

住んでいる人びと，あるいは漁業を通して関わ

りを持ってきた人びとの姿が見えてきたのであ

る。

被災した地域では，調査をした 1か月後に再

びその地域に入ってみるとこのわずかな期間の

間でも街に変化が生じているような印象を受け

る。被災地は刻々と姿を変えていくものであ

る。，雄勝町立浜を見ていくなかで，高台移転

や道路のかさ上げで変わりゆく地域の表面的な

姿との対比で，ブラクの人びとの「生の声」に

耳を澄ませ，今後も地域の様子を注視しつつ検

討を重ねていきたい。

大崎耕土における戦後農業のかたち

―宮城県大崎市三本木新沼地区の場合―

丸山　和央（民俗学）
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序章

これまでの民俗学において生業研究，その中

でも稲作研究では，米の生産技術伝承や農耕儀

礼，そこにみられる信仰の収集に集中しており，

それに終始していた。技術と儀礼に主眼が置か

れているために，一貫した稲作技術としながら

も，苗の用意から脱穀・精米までの作業，その

作業の間の儀礼と労働慣行が取り上げられるば

かりで，農閑期ともなればその間の農家の動き

に関する記述も少ない。このような事例収集か

ら，日本人が伝統的に水田耕作を生活の基盤に

してきたという単一文化とその比較としての畑

作文化，といった文化類型がされるが，この捉

え方は先述の通り儀礼や信仰への偏りがあると

いえる。

近年では生業技術を人が生きていく上でいか

に複合させているかに重点を置き，総合的に見

ていく視点が提示されているが，宮城県では資

料収集の時代的な問題からも，稲作の機械化以

降の作業方法の実態把握は非常に少なく，また

稲作に関わる人びとの地域的，歴史的様相まで

は追われてこなかった。

以上のことから本論では，宮城県を代表する

穀倉地帯である宮城県大崎市三本木新沼地区を
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対象とし，宮城県の稲作の事例をこの研究に

よって補てんしながらも，戦後より展開してき

た今日の稲作の様子とそのあり方を検討するこ

とを試みた。

第1章　新沼の地域概要と稲作

新沼地区は南に鳴瀬川，北にその支流である

多田川という，東流する二本の河川に挟まれた

平坦かつ低湿な土地であり，現在では広大な水

田に 6ブラク（部落）が点在する景観をみるこ

とができる。三本木町が大崎市に合併する以前

の，昭和 55（1980）年の記録では，経営耕地

総面積 1,429 haのうち水田 93.1%という記録

からも，この地域には水田地帯がひらけている

ことがわかる。

新沼地区が稲作農村となる歴史的背景をみる

と，近世期に仙台藩によっておこなわれた新田

開発と河川改修がある。新田開発は，伊達家家

臣団の不足していた蔵入地・給地の確保のため

おこなわれたものであるが，当時の新沼村でみ

てみると，正保郷帳では本地 1,119.59石であっ

たのに対し，天保郷帳では 2,181.40石へと 1.9

倍もの増加がみられる。また，水運を利用して

仙台藩の米を江戸へ輸出するために鳴瀬川の改

修もおこなわれた。このように新沼地区は，近

世期より仙台藩の経済的な動きの中で，稲作農

村としての基盤が整えられていったのである。

ではこの新沼地区において，どのように稲作

がおこなわれているかをみていくと，稲作にお

ける作業それぞれに家ごとに差異があることが

明らかになった。それは耕地面積の大小による

作業量の差や，家の本分家関係などが理由だと

指摘できる。また新沼地区の稲作では，互助の

関係であるユイを組み，作業に取り組んでいた

が，ここに作業量の差分が出れば現金を支払い

埋め，他にも予祝や収穫を祝う儀礼などはほと

んどおこなわないという，これまでの民俗の報

告にはない，合理的に稲作に取り組んでいく様

子をみることができた。

第2章　稲作の機械化と耕地の大型化

第 2章では，稲作の作業を聞き書きしていく

なかで現れた，新沼の人びとの「稲作の機械化」

の認識が，家ごとに異なっている点を検討した。

新沼地区での聞き書きによれば，昭和 30年

代後半から 40年頃までが，苗を手で植える手

作業の稲作といわれ，それ以後は，徐々に農業

機械が導入され始めていき，手作業から機械で

の稲作へと変わったと語られる。しかし，詳細

に事例を確認していくと，耕耘機・田植え機・

コンバインのどれが導入されると機械化とする

のかは家によりさまざまで，また同じ機械で

あってもその導入時期や順番も家ごとに異なる

のである。

このような認識の違いが生まれたのは，前章

と同様，耕地面積の差と，本分家関係を背景と

した家ごとの経済性の差が考えられる。機械の

購入は，自身の家だけで機械を購入できない家

同士での共同出資や，本家と資金を出し合い購

入した例もあるが，その場合，機械は出資額が

多い家や本家の作業が終わるまで使用すること

はできないといった制限が付き，出資額が少な

い家は購入したものの天候の悪い日や遅れた時

期に作業をしなければならないなど，自由に使

用できる状況ではなかった。また，稲作作業の

行程のすべてに機械を導入できるわけではな

かったため，「稲作の機械化」の認識の違いが

生まれたのである。
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とはいえ，稲作に田植え機であれコンバイン

であれ，導入されたことによって稲作が省力化

されたことは確かで，互助の稲作は次第におこ

なわれなくなり，家ごとの個別に稲作に取り組

むようになった。また，稲作の省力化によりそ

の家だけで作業が済むようになったことだけで

はなく，そもそも互助の作業形態では他の家の

機械の扱い方がわからない人がおり，作業自体

が進められないという状況が，家ごとの個別化

の原因でもあった。

しかし，平成 5（1993）年に入ると，県営圃

場整備事業である「高生産性大区画ほ場整備事

業」が三本木地区で施行される。この事業によっ

て，農地の集約のため大規模な換地がおこなわ

れた。耕地は最大で田一枚あたりの面積が 1町

2反（新沼における 1 ha以上の面積率 55.1%）

となり，この耕地の大型化にともない，個別の

耕地でそれぞれの機械でおこなっていた稲作

は，大型の農業機械を必要とするようになった。

農家の高齢化と後継者不足，兼業化もあって，

大型の機械を導入するわけにもいかず，逆に個

別で稲作をおこなうには難しくなった状況を記

述した。

第3章　法人化する農家

第 3章では，前章の状況のなかで，法人化し

企業として農業に取り組む，ある農家のあり方

をみていく。

「高生産性大区画ほ場整備事業」による耕地

の大型化は，暗渠排水施設の整備による農地の

質的向上，水管理の自動化による稲作労働時間

の低減は達成できたものの，大規模な耕地を扱

えない農家は，他農家への作業委託や，集落営

農組織を組むことで農業に取り組んだ。しかし，

作業委託では稲作における収支が割に合わない

ことと，集落営農では兼業農家同士であること

での仕事の押しつけ合いがされたことから，新

沼地区では耕作放棄地が現れるようになった。

そこで一軒の農家が，この状況を危惧し，水

稲・転作綜合請負を業務として，家族経営を法

人化して農業に取り組むようになる。この家は，

新沼地区の農家のなかでも大規模な耕地を持つ

家であるため，もとより大型機械を所有してお

り，作業委託されることも多かった家である。

また，この家の代表の男性は，新型の農業機械

やコンピュータなどを用いた農法を個人の楽し

み・興味として導入しており，そういったもの

が農業のあり方に影響を与えていることも明ら

かになった。

終章

新沼地区は，近世期において仙台藩の経済的

な動きのもと，新田開発や河川改修がおこなわ

れ，それによって稲作農村として成立した地域

であった。農耕儀礼をおこなわず，ユイの差分

を賃金で埋めるなど合理的に稲作に取り組んで

いく姿勢や，機械化が家ごとに個別であること

は，近世期からの貨幣経済のなかで経済性を軸

にした地域であるためと考えることができる。

しかし，事例で取り上げた法人化した農家のよ

うに，個人の楽しみ・興味が生業の一部を規定

しながら，稲作に対する取り組み方は状況に

よって判断されることもある。

以上のことから，当該地域の稲作のあり方は，

近世期から作られた稲作農村だという背景を持

ちながらも，それゆえに経済性を軸とした稲作

をおこなうが，そこにみられる動きは経済性が

すべての軸なのではなく，個別の興味や判断で
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動くこともある点が特徴だと言え，これまでの

ような稲作技術だけをみる見方ではなく，地域

や農家がどのような背景を持ち稲作に取り組ん

でいるかという視点が，地域の生業を理解する

ためには重要であると指摘した。
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